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                                 No.84  2004 年 10 月 15 日          
                                               

              第５回ＡＳＥＭ(アジア欧州会合)首脳会合について                                                    

                                                                                                         

                                     経済調査部 上席研究員 松井 謙一郎           
 

 先般 10 月 7 日から 9 日に、ベトナムのハノイにおいて第 5 回 ASEM(アジア欧州会合)
首脳会合が開催された。アジア欧州会議(ASEM)は、アジアと欧州が、経済・政治・文

化のいわゆる 3 本柱(three pillars)の課題に関し、インフォーマルな対話と協力のプロセ

スを通じてより緊密な協力関係を樹立することを目的としている。首脳会議は 2 年毎に

開催されてきており、1996 年 3 月バンコクでの発足以来、1998 年 4 月ロンドン会議、

2000 年 10 月のソウル会議、2002 年 9 月のコペンハーゲン会議の開催を経て、今回 5 回

目の会合の開催となった。 
 
 通常は、首脳会合に先駆けて財務大臣、経済閣僚会議が開催されるが、今回は 2004
年 7 月及び 9 月にそれぞれ開催予定であった財務大臣、経済閣僚会議が新規国(ミャン

マ－)の参加国問題を巡るアジアと欧州の意見の相違で一時中止になり、首脳会合のみ

が開催されるという異例の展開となった。 
 
 3 日間の討議を終えて採択された議長声明においては、国連が主導する多国間主義の

重要性や国連改革の必要性が強調され、経済面では、アジアの債券市場の連携強化、情

報技術や知的財産権など幅広い分野での協力強化が言及されている。また、ASEM のメ

ンバー国はこれまではアジア側は 10 カ国で、欧州側は 15 カ国と 1 機関であったが、今

般のサミットではアジア 3 カ国と欧州 10 か国の新規加盟が認められ、メンバ－が 38 カ

国・1 機関に拡大した。 
 
 「No.63 2003 年 11 月 21 日 ASEM(アジア欧州会合)Task Force の意義」において ASEM
タスクフォースにおける当研究所の役割・活動を紹介した。タスクフォースでは、その

後 ASEM 首脳に提出する提案について協議を重ねてきたが、取り纏められた最終報告

書はタスクフォース共同議長(当研究所の行天理事長がアジア側の議長)により、今般開

催された首脳会合に提案として提出された。最終報告書では、(1)通貨・金融問題、(2)
貿易・投資問題、(3)ビジネス界との交流問題、(4)ASEM の機構化問題の各分野におい

て、具体的提案がなされている。 
 
 ASEM は、主要地域間の枠組みとしては米国が参加しない唯一のものであるが、米国

に対抗する軸としては力不足である事が指摘されてきた。今回の会合では、議長声明に

「国連主導の多国間協力」を盛り込む等、単独主義行動の傾向を強める米国に対する牽
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制の思惑が表れている。 
 
 タスクフォースの最終報告書においても、ASEM 参加国のドルへの依存度を減らしつ

つ国際通貨制度の安定に資するものとして「円・ドル・ユ－ロの主要 3 通貨で構成する

バスケット通貨建て債券(Yen・Euro・US$の 3 通貨を略称して YES Bond と呼んでいる)
の発行」及び「債券に投資するためのファンド作り」が提言事項として盛り込まれてい

る。 
YES Bond の実現に向けては今後実務面も含めて更なる検討が必要であると思われるが、

当研究所としてもこのテ－マに意欲的に取り組んでいきたいと考えている。 
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